
水生植物有効活用事例募集要項

１　目的
猪苗代湖の水質改善のため、県では刈取船による水生植物の刈り取りのほか、ボランティア等による回収活動を行っており、主にたい肥として活用している。
ラムサール条約の基本理念の一つである「ワイズユース」に寄与することを目的に、水生植物の有効活用事例を一般県民等から広く公募を行います。集めた活用事例は、地元企業や流域住民が活用できるよう公開することにより、回収した水生植物の更なる有効活用を推進する。

２　募集期間
令和８年６月１５日～９月３０日

３　対象者
・募集期間終了時までに水生植物を有効活用した実績のある者
・有効活用する水生植物はヒシ、ヨシ、漂着水草等
・猪苗代湖流域以外の活用実績も可とする
・たい肥化、土壌改良材としての活用は、募集の対象外

４　応募方法
応募者は、５の提出書類を水・大気環境課メールアドレスに送付する。
メールアドレス：mizutaiki@pref.fukushima.lg.jp

５　提出書類
・水生植物有効活用事例応募書（様式１）
・会社概要（法人の場合）
・有効活用の工程が分かる説明資料及び写真
・その他参考となる資料（広報紙での紹介等）

６　審査
・審査は募集期間終了後の１０月に行う。
・必要に応じて、応募者にヒアリングを行う。

７　表彰・事例紹介
猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会が開催する「猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全フォーラム」において、応募者への表彰※と、応募者からの事例紹介を実施する（１１月頃を予定）。

※最優秀賞（１名）　賞状、記念品
優秀賞（若干名）　賞状、記念品
奨励賞（他、基準を満たす応募者）　賞状

８　留意点
・地元企業や流域住民が広く活用できるよう、応募いただいたアイディアは公開することを前提とする。なお、公開範囲については応募者と協議のうえ決定する。
・提出書類に添付されたパンフレット等は、水生植物有効活用の事例として広く活用することを前提とする。


【参考】活用事例
・ヒシ茶（ヒシの実を原料としたお茶）
・ヨシ炭（ヨシを炭化させたもの）
・ヨシ紙（ヨシを原料とした紙）
・ヨシ繊維（ヨシを加工し繊維化したもの）



様式１
水生植物有効活用事例応募書

福島県水・大気環境課　様

住　所
氏　名
（法人にあっては名称および代表者の氏名）

	水生植物の種類
	

	有効活用方法
	

	有効活用の工程
	

	水生植物の使用量
（年間）
	

	活用に要する費用
（年間）
	

	売上金（年間）
	
（販売していない場合は「－」と記載すること。）

	製品の販売実績
	
（販売していない場合は「－」と記載すること。）

	担当者名
	

	電話番号
	

	メールアドレス
	


（添付書類）
・会社概要（法人の場合）
・有効活用の工程が分かる説明資料及び写真
・その他参考となる資料（広報紙での紹介等）


審査の基準

	審査項目
	審査基準

	実現可能性
	流域での活用の実現可能性が高いか（流域住民、地元企業）

	継続性
	継続して活用を続けられるか

	応用性
	今後幅広い活用法が広がっていくか

	ブランド力
	流域ならではのブランド商品としての成長が見込めるか

	独創性
	他地域にない独創的なアイディアであるか

	地元への貢献
	農業や観光への貢献が期待できるか

	コスト面
	持続させるための収益が見込めるか

	環境配慮
	環境へ配慮しているか



